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唐津市



計画策定の主旨

2

計画策定の目的

計画の位置付け

この計画は、こども基本法に

基づく「市町村こども計画」として、

こども大綱等を勘案するととともに、

唐津市における「子ども・若者計画

（子ども・若者育成支援推進法）」と

しての取り組みも含んで策定するも

のです。

市の最上位計画である「唐津市

総合計画」の部門別計画であり、国・

佐賀県による関連計画や、「唐津市

地域福祉計画・地域福祉活動計画」

ほか各種分野別計画等との整合が

保たれた計画として策定しています。
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全国的に、深刻な少子化、核家族化や地域のつながりの希薄化、こどもや子育て家庭の抱える

様々な課題の顕在化などが問題となっており、国では、これらの課題に対応してこどもに関する施策

を統合的に推進するための「こども基本法」を令和５年４月に施行しました。

唐津市も、上のような課題と無縁とはいえません。市の未来を担う全てのこどもが、心身の状

況、置かれている環境等にかかわらず健やかに成長することができ、その権利が守られ、将来にわ

たって幸福な生活を送ることができる社会の実現が強く求められます。

そこで、これまで取り組みを進めてきた「唐津市子ども・子育て支援事業計画」の理念や「こども

基本法」を踏まえながら、唐津市のこども・若者・子育て当事者に関わる取り組みを総合的に推進す

る「からつっこ まんなかプラン」を新しく策定することになりました。

唐津市地域福祉計画・地域福祉活動計画
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令和5年に「こども基本法」が生まれ、国はこどもや
若者のための大事な取り組みをまとめた「こども大
綱」をつくりました。唐津市でもこども・若者・子育
て当事者のための計画をつくることにしました。
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計画の期間

計画の策定体制

策定にあたっては、こどもと若者の意見を聴くための「こども・若者アンケート」「こども・若者ヒ

アリング～からつっこVOICE～2025」を実施し、その内容を計画に反映するよう努めました。

計画の内容や取り組みについては、「唐津市子ども・子育て会議」において協議・確認し、素案の

段階で市民から広く意見を募集するパブリックコメントを実施しています。

計画期間は、令和８年度から令和11年度の４年間です。

最終年度である令和11年度には、「第三期唐津市子ども・子育て支援事業計画」とともに内容を

見直し、令和12年度以降は次期「からつっこ まんなかプラン」として両計画を統合し、一体的に策定

する予定です。

第三期唐津市子ども・子育て支援事業計画

一体のものとして策定

次期
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11年度

令和
12年度～

からつっこ まんなかプラン
連携・整合

こども・若者アンケート こども・若者ヒアリング

唐津市子ども・子育て会議

16歳から39歳までを対象と
したアンケート調査。
日ごろの生活や自己肯定感、
自分の居場所、恋愛・結婚
観、こどもをもつことにつ
いて、など。

こどもの保護者、こども・
子育て支援に関する事業の
従事者、学識経験者、市長
が適当と認める者により構
成される会議で内容を検討。

16歳から39歳までを対象と
したワークショップ形式の
ヒアリング。
唐津市のよいところ、若者
が住み続けたいまちになる
ためには、など。パブリックコメント

計画策定

計画期間と策定体制２ 令和11年度まで４年間の計画です。
こどもや若者の意見を聴きながら策定し
ました。
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婚姻数と婚姻率

婚姻率は令和２年まで下降し、

その後上昇傾向にありましたが、令

和５年には再び下降、同年の婚姻数

は平成30年以降で最も少なくなっ

ています。

「住み続けたい」が

59.1％と最も多く、「住

み続けたいと思わない」

が23.1％、「進学や就

職で市外に出ても戻っ

てきたい」が14.4％と

なっています。

今後も唐津市に住み続けたいと思うか

３ こども・若者を取り巻く状況

出生数と出生率

平成30年から令和２年まで下降

した出生率は、令和３年に一旦上昇し

たものの、その後令和５年まで下降を

続けており、同年の出生数は平成30

年以降で最も少なくなっています。
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こども・若者アンケート

結婚する数も、こどもが生ま
れる数も、減ってきています。
唐津市に住み続けたいと考
えるこども・若者が多数です。

518 471
397 400 409 395

4.2
3.9

3.3 3.4 3.5 3.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0件

100件

200件

300件

400件

500件

600件

700件

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

婚姻数 婚姻率（人口千対）



5

計画の基本理念

「子ども・子育て支援事業計画」における基本理念「こどもみんなが すこやかに 幸せ

に育つまち 唐津」の方向性を保ちながら、こども基本法の理念や唐津市ならではの「地域

で支える」強みを取り込んで、「『からつっこ』の夢を地域で支え 誰もが輝くまち」を、本計画

の基本理念として設定します。

計画では、第4章から第6章の大きく３つの構成で、こども・若者の成長段階に応じた取

り組み、ライフステージを通じた縦断的な取り組み、地域全体でもこども・若者、子育て当事

者を支えていく取り組みをまとめています。様々な取り組みの総合的な推進で、基本理念

の実現につなげていきます。

「からつっこ」の夢を地域で支え 誰もが輝くまち

様々な取り組みで基本理念の実現を目指す

４基本理念
基本理念にある「からつっこ」は、 唐津市に住む０歳か
ら39歳を指す言葉として使っています。
様々な取り組みを総合的に進めて、基本理念の実現
を目指します。

1

こどもの
誕生前から
幼児期

学童期・
思春期

青年期

１ ２ ３

こども・若者と子育て当事者にやさしい社会づくり

施
策
・
部
署
の
連
携

ライフステージ別の支援

「からつっこ」の夢を地域で支え 誰もが輝くまち

唐
津
の
地
域
力

＜基本理念＞

連続性を持つ

ライフステージ
を

通した支援

＜第４章＞ ＜第５章＞

＜第６章＞

縦断的に実施



6

５施策の体系

ライフステージ別の支援 計画の第４章

ライフステージ

こどもの
誕生前から
幼児期

学童期・
思春期

青年期

１

２

３

施策の展開

１ 妊娠前から妊娠、出産、幼児期までの切れ目ない支援
妊娠・出産・育児に関する相談・保健指導の充実／など

２ こどもの成長の保障と遊びの充実
子育てサークルの育成支援／本が育む親子の絆事業／など

１ こどもが安心して過ごし、学べる学校生活
児童・生徒期の食事／学校評議員制度およびコミュニティスクール／など

２ こども・若者の居場所づくり
こどもの居場所サポート事業／いきいき学ぶからつっ子育成事業／など

３ 小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケア
地域連携小児救急センター／心の教育／など

４ 学童期・思春期の様々な課題への対応
不登校児童生活支援事業／スクールカウンセラー事業／など

１ 就労のための支援
起業に関する情報提供／唐津市合同企業相談会＆面接会／など

２ 結婚を希望する方への支援
出会い創出事業／さが出会いサポートセンターの活用

３ 若者やその家族に対する相談体制や支援
ＩＣＴを活用した若者への啓発／からつ若者サポートステーション

計画の第4章から第6章で、基本理念の実現に向けた
様々な施策や取り組みをまとめています。
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ライフステージを通した支援

こども・若者と子育て当事者にやさしい社会づくり

計画の第５章

１ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有
人権・同和研修の実施／小学校低学年からの人権意識を高めるための取り組み／など

施策の展開

２ 多様な遊び・体験、活躍できる機会づくり
思春期ふれあい体験学習／奉仕活動・体験活動推進事業／など

３ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
身近な地域における医療体制の確保／食生活・食育の環境整備／など

４ こどもの貧困対策
生活困窮者自立支援事業の推進／小学校就学援助・中学校就学援助／など

５ 困難な状況にあるこども・若者や家庭への支援
医療的ケア児の支援体制の構築／子育てに困難な問題を抱える人への支援／など

６ 児童虐待防止対策、こども・若者の権利擁護
ＤＶ被害防止について広報・啓発活動の促進／子育て世帯訪問支援事業／など

７ こども・若者の安全確保
こどもが安心して利用できる公園づくり／ネットリテラシー教育／など

８ こども・若者の自殺対策
自殺対策連携協議会／地域の団体や市民の気づきを育む研修会の実施／など

計画の第６章

１ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減
こどもの医療費助成制度／給食費の無償化／など

２ 地域子育て支援・家庭教育支援
重層的支援体制の構築／子育てガイドブック／など

３ 共働き・共育ての推進
父親向けのミニブックの配布／ワーク・ライフ・バランスの意識啓発・情報提供の実施／など

４ ひとり親家庭への支援
母子父子寡婦福祉資金貸付金／母子・父子自立支援員／など

５ 地域力をいかしたこども・若者への支援
ファミリー・サポート・センター事業／身近な地域における支え合い活動の推進／など

施策の展開
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６計画の推進

計画の進行管理

計画の指標

計画を立て（Ｐｌａｎ）、実行・実施し（Ｄｏ）、進捗状況を
定期的に把握し点検・評価した上で（Ｃｈｅｃｋ）、改善・
見直しする（Ａｃｔｉｏｎ）、ＰＤＣＡサイクルの構築に努め、
計画を進めます。

市ホームページや広報紙等で、市の考えや取り組み内容を公表し、市民の理解と協力を

得られるように努めます。取り組みの進捗状況は指標により把握し、庁内で点検するととも

に、唐津市子ども・子育て会議等の意見を踏まえ、必要に応じた事業の見直しを行います。

計画期間に、基本理念で目指す姿にどれだけ近づけたかを評価するため、取り組みの

成果を点検する指標を設定します。

■検討中■

からつっこ まんなかプラン ‐ 唐津市 こども計画 - （令和８年度～令和11年度）【概要版】
令和８年３月 発行：唐津市福祉こども部こども家庭課 電話：0955-72-9151

（令和８年１月時点）


